
公益社団法⼈⽇本⼭岳・スポーツクライミング協会 
SKIMO ⽇本代表チームに関わる規程 

 
（⽬   的）    
第 1 条   公益社団法⼈⽇本⼭岳・スポーツクライミング協会（以下「本協会」という。）

が、派遣する SKIMO ⽇本代表選⼿（以下「代表選⼿」という。）及び帯同するスタッ
フを併せた⽇本代表チーム（以下「代表チーム」という。）に関し必要な事項を定める
ことを⽬的とする。    

  
（規程類の遵守等）    
 第 2 条  代表チームは、国内外の法令、本協会の定款及び⼀切の規程・規定・内規類、  

International Ski Mountaineering Federation (国際⼭岳スキー連盟)、国際 オリンピッ
ク委員会及び⽇本オリンピック委員会等の関係団体の規程類、並びに社会規範を遵守
すること。   
２  代表選⼿は、⾃らの健康管理は⾃らの責任で⾏うものとする。ただし、本協会が、

医師の診断等により、当該選⼿の健康上、代表選⼿としての派遣が適当でないと判断
した場合には、当該選⼿を派遣しない場合がある。   

 3 選⼿は合宿等、委員会に招集された⾏事に関しては特別な理由が無い限り、参加を
すること。尚、不参加についてやむを得ない理由がある場合、必ず強化委員⻑の承認
を得ること。 

 
（代表選⼿の選考）    
第 3 条  本協会は代表選⼿の選考⽅法を派遣する年度の 6 ⽉までに発表する。 
  
(代表ユニフォーム）    
第 4 条  本協会は International Ski Mountaineering Federation（国際⼭岳スキー連盟、以

下「ISMF」という）が定める規則に適応したユニフォームを代表チームに⽀給する 
  （実費購⼊の場合も有り）。    
  
（肖像権） 
第 5 条   本協会は、第４条に定めるユニフォームを着⽤した代表選⼿の肖像等（本協会登

録選⼿規程第 7 条第 1 項に定める「肖像等」と同じ）について、使⽤及び第三者
に対する許諾ができるものとする。    

２ 本協会は代表選⼿の肖像等を本協会の広報及び広告宣伝活動等に無償で使⽤するこ
とができる。  

３ 本協会が、代表選⼿の肖像等を第三者に使⽤許可したことによる対価は本協会に属す



るものとする。    
４  代表選⼿が、ユニフォームを着⽤してテレビ及びラジオ番組または催事等に出演し

て第三者のための広告宣伝・販売促進活動等に関与する場合は、事前に本協会の承認を
得なければならない。    

５ 代表選⼿が、本条第１項に規定した肖像等を⾃ら商業的に使⽤し、または本協会以外
の者に商業的に使⽤させる場合には、本協会に対し、その使⽤者及び使⽤内容等を⽰し
た書⾯により事前に届出をしなければならない。    

  
（放送権） 
 第 6 条  本協会が主催する競技⼤会または催事に関するテレビ放送、ラジオ放送、インタ

ーネット放送およびモバイル放送の放送権は、すべて本協会に帰属する。    
２ 本協会は、前項の権利を、第三者に許諾することができる。    

  
（規程の変更）    
第 7 条   この規程は、理事会の議決により変更することができる。    
 
（附   則）    
１．この規程は令和 6 年 11 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。    


